
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

訓

令

○
政
策
調
整
会
議
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四
四
二

告

示

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償

及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

四
四
二

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

四
四
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

四
四
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

四
四
三

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
四
四

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

政
策
調
整
会
議
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

政
策
調
整
会
議
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

政
策
調
整
会
議
運
営
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
第
四
項
中
「
、
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福

島
県
規
則
第
十
三
号
）
に
規
定
す
る
順
序
に
従
い
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
画
調
整
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
五
〇
三
円
」
を
「
四
、
三
〇
八
円
」
に
、
「
一
二
、
九
三
五

円
」
を
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
〇
〇
七
円
」

を
「
五
、
〇
二
四
円
」
に
、
「
一
二
、
九
三
五
円
」
を
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
六
一
八
円
」
を
「
五
、
六
一
一
円
」
に
、
「
一
三
、
六
三
四
円
」

を
「
一
三
、
四
四
七
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
一
一
二
円
」
を

「
六
、
一
〇
四
円
」
に
、
「
一
六
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
六
、
二
八
一
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
二
七
円
」
を
「
六
、
五
二
四
円
」
に
、
「
一
八
、
五
三
五
円
」
を

「
一
八
、
八
三
四
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
四
一
円
」
を
「
六
、

六
〇
一
円
」
に
、
「
二
一
、
九
一
一
円
」
を
「
二
一
、
七
八
四
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五

十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
八
六
一
円
」
を
「
六
、
七
〇
八
円
」
に
、
「
二
四
、
四
五
五
円
」
を
「
二
四
、

五
三
二
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
四
七
九
円
」
を
「
六
、
三
七

五
円
」
に
、
「
二
四
、
九
九
五
円
」
を
「
二
五
、
三
七
六
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
項
中
「
五
、
八
一
一
円
」
を
「
五
、
九
二
二
円
」
に
、
「
二
三
、
一
七
一
円
」
を
「
二
四
、
一

一
四
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
六
八
三
円
」
を
「
四
、
七
二
三

円
」
に
、
「
一
九
、
八
一
六
円
」
を
「
一
九
、
一
六
七
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未

満
の
項
中
「
三
、
九
五
〇
円
」
を
「
三
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
三
七
六
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇

一
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
五
〇
円
」
を
「
三
、
九
三
〇
円
」
に
、
「
一
二
、

九
三
五
円
」
を
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
二
、
九
三
五
円
」
を
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
に

改
め
る
部
分
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
一
二
、
九
三
五
円
」
を
「
一
三
、
〇
四

〇
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
一
六
、
一
三
〇
円
」
を
「
一

六
、
二
八
一
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
八
、
五
三
五
円
」
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を
「
一
八
、
八
三
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
四
、
四

五
五
円
」
を
「
二
四
、
五
三
二
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二

四
、
九
九
五
円
」
を
「
二
五
、
三
七
六
円
」
に
改
め
る
部
分
、
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中

「
二
三
、
一
七
一
円
」
を
「
二
四
、
一
一
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の

項
中
「
一
四
、
三
七
六
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
一
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
一

二
、
九
三
五
円
」
を
「
一
三
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会

の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎

額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る

補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
い

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務

10の７

わ
き
建
設
事
務
所
用
）

所
長

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務

20

長
印

所
長

福
島
県
現
金
出
納
員
印
（
福

福
島
県
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

23

島
県
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
用
）

の
福
島
県
現
金
出
納
員

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字
井
戸
沢
二
二
七
の
一
二
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
館
四
四
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
二
、
六
六
、

字
下
長
沢
七
四
の
一
、
七
五
、
七
六
、
字
花
立
一
五
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
三
、
二
八
の
二
、

二
九
、
三
四
、
字
塩
民
九
六
、
九
七
、
久
之
浜
町
金
ケ
沢
字
藪
下
二
九
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三

二
の
二
、
字
明
不
作
三
三
、
字
坂
下
六
四

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法
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⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
館
四
四
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
二
、
六
六
、
字
下
長
沢
七
四
の
一
、

七
五
、
七
六
、
字
花
立
一
五
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
三
、
二
八
の
二
、
二
九
、
三
四
、
字

塩
民
九
六
、
九
七
、
字
藪
下
二
九
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三
二
の
二
、
字
明
不
作
三
三
、
字

坂
下
六
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
戸
ノ
内
一
〇
八
の
一
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
館
ノ
山
四
の
一
三
、

五
の
一

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

公

告

公
告
第
二
百
六
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

二

名
称

（
新
）
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

（
旧
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

中
島

靖
治

國
井

輝
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
五
老
内
町
六
番
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
民
に
対
し
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と

連
携
し
て
、
成
年
後
見
制
度
の
普
及
及
び
啓
発
、
成
年
後
見
人
候
補
者
等
の
推
薦
、
受
任
活
動
及
び

相
互
支
援
、
成
年
後
見
に
係
る
事
例
検
討
及
び
課
題
研
究
、
成
年
後
見
、
相
続
等
の
利
用
に
係
る
相

談
及
び
支
援
並
び
に
任
意
後
見
本
人
、
高
齢
者
等
の
見
守
り
、
生
き
が
い
支
援
を
通
し
た
成
年
後
見

制
度
等
権
利
擁
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
誰
も
が
共
に
生
き
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）


